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７．水とみどり 

（１）社会経済動向の概要 

 
【近年の社会動向】 

①緑の保全 

・平成 13（2001）年 12 月の都市再生プロジェクト第三次決定をふまえて、「首都圏の都市

環境インフラのグランドデザイン」を策定し、近郊緑地保全地域の見直しをはじめとした緑地

保全等の取組みが進められている。 

・東京都においても、平成 19（2007）年６月に「緑の東京 10 年プロジェクト基本方針」を

策定し、４つの方針と具体的な取組みをとりまとめている。 

②水資源の管理・活用 

・大都市圏では河川の流量低下や湧水の枯渇等の問題が深刻化しており、流域を中心とした水循

環の再構築が、第三次環境基本計画において重点的に取組む課題の一つとして取り上げられて

いる。 

・近年の都市型水害の多発をうけて、洪水ハザードマップの作成が義務づけられている。 

・都市においては住民が気軽に水辺にふれ合える場所が減少している。 

 
 
【課題】 

＊良好な住環境の保全や環境保全の観点から、地域内の緑の重要性は高まりつつあり、地域の市

街地開発状況と適切な調整を図りながら、今後とも積極的な保全に向けた取組みの推進が求め

られる。 

＊都市型水害の防止や良好な水環境の保全に向けて、河川流域における広域的・総合的な水循環

系の保全や水害対策への取組みが求められる。 

＊生態系に配慮した水辺にふれ合える環境づくりが求められる。 
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（２）個別分野の内容 

① 緑の保全 

a) 首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン 

国の都市再生プロジェクト第三次決定（平成 13（2001）年 12 月）に位置付けられている

「大都市圏における都市環境インフラの再生」を踏まえ、農林水産省、国土交通省、環境省及

び関係都県市からなる「自然環境の総点検等に関する協議会」（平成 14（2002）年 3 月設立）

では、平成 16（2004）年 3 月に「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン」を策定し

ており、これに基づき、近郊緑地保全区域の新たな指定をはじめとして、行政や市民、NPO
等の多様な主体による取組みが進められている。 

図表 ７-1 首都圏の都市環境インフラの将来像 

 
出典）自然環境の総点検等に関する協議会「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイ

ン」（平成 16年３月） 

 

b) 緑の東京 10年プロジェクト基本方針 

東京都では、平成 19（2007）年６月に「緑の東京 10 年プロジェクト基本方針」を策定し、

都民の主体的な行動を促す仕組みづくり、誘導や規制などの多用な手法の展開、募金等の民間

資金や基金を活用した財源確保を進め、官民が協働で緑の創出や保全を促進していく方針を打

ち出している。 
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図表 ７-2 「緑の東京10年プロジェクト」基本方針の概要  

 
出典）東京都「緑の東京 10年プロジェクト基本方針」（平成 19年 3月）概要版資料 

 

② 水資源の管理・活用 

a) 水循環系の構築 

都市化の進展により、河川等の平常時の流量減少や水質悪化、湧水の枯渇等の問題が顕在

化している。こうした問題に対応するために、流域を中心とした健全な水循環の構築が求めら

れており、河川審議会答申（平成 10（1998）年）、中央環境審議会意見具申（平成 11（1999）
年）等でその考え方が示され、第三次環境基本計画（平成 18（2006）年４月）において今後

重点的に取組むべき戦略プログラムの１つとして位置づけられている。 

図表 ７-3 健全な水循環系構築のイメージ 

 
出典）国土交通省「平成 19年版日本の水資源について」（平成 19年８月） 
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b) 都市型水害への取組み 

都市部では、多くの雨水が下水道や河川に一気に流入することによる都市型水害が発生し

ていることを受け、河川対策や下水対策が進められている。また、平成 17（2005）年に「水

防法」が改正され、住民の水防活動の手助けとなる洪水ハザードマップの作成が義務化されて

おり、平成 19（2007）年 12 月末現在で 672 市町村が公表している。 

図表 ７-4 各種ハザードマップの作成状況 

出典）国土交通省「平成１９年度 国土交通白書」 

 




